
第507号

発　行　令和 8年 2月16日

発行所　名護市

市   章
　　　　総務部総務課

　　　――――　規　　　　則　―――― 　いて（名護市古我知区）

○　名護市規則第3号(総務課) ○　名護市告示第17号(市民課)

　名護市特定乳児等通園支援事業者の確認等 　住所異動催告及び催告期限経過後住民票

　に関する規則の公布について 　消除の告示について

　　　――――　告　　　　示　―――― ○　名護市告示第18号(税務課)

○　名護市告示第6号(農業政策課) 　市税滞納者の執行停止通知書の公示送達に

　名護市遊休農地対策補助金交付要綱の一部 　ついて

　を改正する要綱の公表について ○　名護市告示第19号(税務課)

○　名護市告示第7号(羽路支所) 　令和7年度市県民税納税通知書の公示送達

　羽地ダム水源ビジョン推進懇話会設置要綱 　について

　の全部を改正する要綱の公表について ○　名護市告示第20号(税務課)

○　名護市告示第8号(低所得世帯PT) 　令和７年度固定資産税納税通知書の公示送

　名護市物価高対応子育て応援手当支給実施 　達について

　要綱の公表について ○　名護市告示第21号(観光課)

○　名護市告示第9号(介護長寿課) 　名護市観光振興基本計画懇話会設置要綱の

　居宅介護支援事業者の新規指定について 　一部を改正する要綱の公表について

○　名護市告示第22号(税務課)

○　名護市告示第10号(財政課) 　令和７年度軽自動車税納税通知書の公示送

　令和７年度名護市一般会計予算の公表につ 　達について

　いて（第７号補正）（専決処分） 　　　――――　公　　　　告　――――

○　名護市告示第11号(介護長寿課) ○　名護市公告第3号(工事契約検査課)

　公示送達書の告示について 　名護市公募型指名競争入札の実施について

○　名護市告示第12号(保育・幼稚園課) 　(スポーツコンベンション交流拠点施設整

　名護市家庭的保育事業等認可審査会設置要 　備外構工事)

　綱の一部を改正する要綱の公表について ○　名護市公告第4号(工事契約検査課)

○　名護市告示第13号(総務課) 　名護市公募型指名競争入札の実施について

　漂着物の保管について 　21世紀の森公園園路照明改修工事（その1）

○　名護市告示第14号(健康増進課)

　名護市健康ポイント事業実施要綱の一部を ○　名護市公告第5号(農林水産課)

　改正する要綱の公表について 　保安林の指定の予定告示の掲示について（

○　名護市告示第15号(介護長寿課) 　名護市字世冨慶）

　名護市老人保護措置費の支弁に関する要綱 ○　名護市公告第6号(農業政策課)

　の一部を改正する要綱の公表について 　地域農業経営基盤強化促進計画（地域計画

○　名護市告示第16号(地域力推進課) 　）変更案の公告・縦覧ついて

　地縁による団体の告示事項の変更告示につ ○　名護市公告第7号農林水産課)

名　護　市　公　報

名護市公報



　保安林の指定の予定告示の掲示について（

　名護市字古我知）



名護市特定乳児等通園支援事業者の確認等に関する規則をここに公布する。
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名護市特定乳児等通園支援事業者の確認等に関する規則
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名護市特定乳児等通園支援事業者の確認等に関する規則

(趣旨)

第1条この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第価号。以下呼却とい

う。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第2玲号)及び子ども・子育て支

援法施行規則(平成26年内閣府令第"号。以下「施行規則」という。)に定めるものの

ほか、法第30条の20第1項に規定する特定乳児等通園支援事業者(以下「特定乳児等通

園支援事業者」という。)の確認等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条この規則における用語の意義は、法及び施行規則において使用する用語の例によ

る。

(特定乳児等通園支援事業者の確認の申請等)

第3条法第54条の2第2項の規定に基づき乳児等通園支援事業者の確認を受けようとす

る者は、施行規則第"条の2で準用する施行規則第39条に規定する事項を記載した特定

乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第1号)及び書類を市長に提出しなければなら

ない。ただし、同条第4号に掲げる事項を記載した書類(登記事項証明書を除く。)に

ついては、市長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、

この限りでない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、確認すると決定したとき、又

は却下するとしたときは、特定乳児等通園支援事業者確認決定通知書(様式第2号)又

は特定乳児等通園支援事業者確認申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知す

るものとする。

(特定乳児等通園支援事業者の確認の変更の申請)

第4条法第54条の3で準用する法第44条の規定に基づき特定乳児等通園支援事業者の確

認の変更を受けようとする者は、施行規則第44条の2で準用する施行規則第40条に規定

する事項を記載した特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(様式第4号)及び書類

を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、変更すると決定したときは、

又は却下するとしたときは、特定乳児等通園支援事業者確認変更決定通知書(様式第5

号)又は特定乳児等通園支援事業者確認変更申請却下通知書(様式第6号)により申請

者に通知するものとする。

(特定乳児等通園支援事業の宅称等の変更の届出等)

第5条特定乳児等通園支援事業者は、施行規則第U条の2で準用する施行規則第41条第

1項に規定する事項に変更があったときは、その変更のあった日から10日以内に、当該

変更に係る事項について、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(様式第7号)に

より市長に届け出なければならない。ただし、施行規則第U条の2で準用する第39条第

4号に掲げる事項(登記事項証明書を除く。)については、市長が、インターネットを

利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

2 前項の届出であって、特定乳児等通園支援事業者の管理者の変更又は役員の変更に伴

うものは、法第熨条の3で準用する法第52条第2項に規定する申請をすることができな

い者に該当しないことを誓約する書面を添付して行う,ものとする。 1

(特定乳児等通園支援事業の利用定員の減少の届出)

第6条法第54条の3で準用する法第47条第2項の規定による特定乳児等通園支援事業の

利用定員の減少の届出は、特定乳児等通園支援事業利用定員減少届出書(様式第8号)

を提出することによって行うものとする。

(特定乳児等通園支援事業者の確認の辞退の届出)

第7条法第54条の3で準用する法第48条の規定に基づき確認を辞退しようとする.特定乳

児等通園支援事業者は、その確認を辞退する日の3.か月前までに、,特定乳児等通園支援'

事業者確認辞退届出書(様式第9号)により市長に届け出なけれぱならない。

貞



(特定乳児等通園支援事業者の確認の取消し等)

第8条市長は、法第54条の3で準用する法第52条の規定に基づき特定乳児等通園支援事
業者に係る確認の取消し又は停止をしたときは、当該特定乳児等通園支援事業者に対し、
特定乳児等通園支援事業者確認取消(停止)通知書(様式第10号)により通知するもの
とする。

(業務管理体制の整備に関する事項の届出)

第9条特定乳児等通園支援事業者は、法第郭条第1項の規定による業務管理体制の整備
にっいて、同条第2項第1号又は第4項の規定により届け出る場合には、遅滞なく、施
行規則第46条第1項に規定する事項を記載した業務管理体制整備届出書(様式第Ⅱ号。
第3項において同じ。)を、市長に提出しなければならない。
2 特定乳児等通園支援事業者は、前項の規定により届け出た事項に変更があったときは、
遅滞なく、当該変更に係る事項を記載した業務管理体制変更届出書(様式第12号)を、
市長に提出しなければならない。

3 特定乳児等通園支援事業者は、法第邪条第2項各号に掲げる区分に変更があったとき
は、変更後の業務管理体制整備届出書を、市長及び変更後の区分により届け出るべき市
町村長等又は変更前の区分により届け出るべき市町村長等に届け出なけれぱならない。

(その他)

第10条この規則に定めるもののほか、との規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に
定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

^



様式第1号(第3条関係)

名護市長殿

特定乳児等通園支援事業者確認申請書

子ども・子育て支援法第54条の2第2項の規定による確認を受けたいので、以下のとお

り申請します。

1.事業所の名称等

抽

申請者

事業所の名称

所在地

氏名(又は名称)

代表者氏名

事業所の所在地

区

設置者・事業者の主た

る事業所の所在地

年 月

郵便番号

一般型乳児等通園支援事業

余裕活用型乳児等通園支援事業

日

事業の開始予定年月

日

電話:

月

メール

日

2 添付書類

別紙「添付書類一覧」のとおり

氏名

職

年

名

生年月

日

月 日

年

ロ
ロ

分

フ
ガ
の
者

者
者

表

置
業

設
事
代

リ
ナ



様式第2号(第3条関係)

申請者殿

特定乳児等通園支援事業者確認決定通知書

年月日付けで子ども・子育て支援法第融条の2第2項の規程に基づき、確

認申請のあった乳児等通園支援事業について、次のとおり確認を決定したので通知し

ます。

駄

名

所

称

在

名護市長

区

地

(郵便番号

名護市

年

名

分

主事務所の所

在 地

称

代表者の氏名

・住所

特記事項

号
日

第
月

特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業

申
請
者
(
設
置
者
)



様式第3号(第3条関係)

申請者

特定乳児等通園支援事業者確認却下通知書

年月日付けで子ども・子育て支援法第54条の2第2項の規定に基づき、確

認申請のあった乳児等通園支援事業について、次のとおり確認申請を却下したので通

知します。

如

名

所

材、

在

区

地

(郵便番号

名護市

名

ノ＼
刀

年

名護市長

主事務所の

所在地

第

称

月

代表者の氏

名・住所

却下理由

教不
①この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月

以内に、名護市長に対して審査請求をすることができます。

@この処分に(いては、十,記①の審査詰求のほか、この処分・があ.つた・ご、とを知づた日の翌口から起算
して6か月以内に、名護市を被告として(訴訟において名護市を代表する者は名護市長となります。)、

処分の取消しの訴えを提起することができます。

なお、上記①の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があ

つたことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起することができます。

③ただし、上記の期問が経過する前に、この処分(審査請求をした場合には、その審査請求に対する

哉決)があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、審査詰求をするこ'とや処分の取消しの

訴えを提起することができなくなります。な浦、正当な理幽があるときは、上記の期間やこの処分(審

査請求を1...た堤合には、その審査請求に対寸る1麹夬)があ0た日め翌ヨから起算して 1、年を経過した

後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。

゛

、

号
日

乳
児
等
支
援
事
業

申
請
者
(
設
置
者
)



様式第4号(第4条関係)

特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(利用定員の増加)

名護市長殿

子ども・子育て支援法第融条の2第1項の確認において定めた利用定員を増加したいの

で、同法第融条の3において準用する同法第44条の規定に基づき、関係書類を添えて申

請します。

1.事業所の名称等

阜

申請者

事業所の名称

所在地

氏名(又は名称)

代表者氏名

事業所の所在地

2.利用定員を増加しようとする理由等

郵便番号

年

変更前の利用定員

0歳

メーノレ:

話

月

利用定員を増加

しようとする理由

1歳

日

3 添付書類

別紙「添付書類一覧(変更)」のとおり

(人)

2歳 △言十

変更後(増加)の利用定員

0歳 1歳 2歳

(人)

△斗

電



様式第5号(第4条関係)

申請者殿

特定乳児等通園支援事業者確認変更決定通知書

年月日付けで子ども・子育て支援法第54条の3で準用する第"条の規定

に基づき、確認変更申請のあった乳児等通園支援事業について、次のとおり確認の変更

を決定したので通知します。

価

名 称

所在地

区

(郵便番号

名護市

名

ノ＼

名護市長

主事務所の

所在地

月

称

代表者の氏

名・住所

特記事項

号
日

第
年

特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業

申
請
者
(
設
置
者
)



様式第6号(第4条関係)

申請者殿

特定乳児等通園支援事業者確認変更却下通知書

年月日付けで子ども・子育て支援法第熨条の3で準用する第"条の確認

の変更申請のあった乳児等通園支援事業について、次のとおり確認変更申請を却下し

たので通知します。

与

名 称

所在地

区

(郵便番号

名護市

名

ノ＼

主事務所の

所在地

名護市長

称

月

代表者の

氏名・住所

却 下

教尓
①この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月
以内に、名護市長に対して審査請求をすることができます。

②この処分については、上記①の審査請求のほか、この処分があづたととを知0た日の翌狩から起算
して6か村以内に、瑞護市を被告として(訴訟において名護市を代表する者は名設市長となります。)、

処分の取消しの訴えを提起することができます。

なお、上記①の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があ

つたことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起することができます。

③ただし、上記の期問が経過する前に、この処分(審杏請求をした場合には、その審査請求に対する

裁決・)があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、.審査請求をするこどや処分の取消しの

訴えを提起することができなくなります。なお、正当な理由がある七きは、上記の期間やこの処分(審

査諾求をした場合には、その審査請求に対する裁決)がめった日の翌日から起算して1年を経過した

後であ0ても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。

理 由

、

号
日

第
年

乳
児
等
通
園
支
援
事
業

申
請
者
(
設
置
き



様式第7号(第5条関係)

特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の変更以外)

年

名護市長殿

子ども・子育て支援法第54条の2第1項の規定に基づく確認を受けた事項に変更があっ

たので、同法第54条の3において準用する同法第47条の規定に基づき、関係書類を添え

て届け出ます。

1.事業所の名称等

亀

事業所の名称

届出者

所在地

氏名(又は名称)

代表者氏名

事業所の所在地

2 変更事項

該当するものに0をつけてください。

郵便番号

電話

月

メーノレ:

事業所の名称

日

事業所の場所(所在地)

設置者(申請者)の名称、主たる事務所の所在地

代表者の氏名、生年月日及び職名

変更事項

代表者の住所

設置者(申請者)の定款、寄附行為及び登記事項証明書等

建物の構造概要及び図面(各室の用途を明示したもの)並びに設備の概要

事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所

運営規程

r

§



様式第8号(第6条関係)

特定乳児等通園支援事業利用定員減少届出書

名護市長殿

子ども・子育て支援法第54条の2第1項の規定に基づく確認において定めた利用定員を

減少したいので、同法第54条の3において準用する同法第47条の規定に基づき、届け出

ます。

1.事業所の名称等

、

届出者

事業所の名称

所在地

氏名(又は名称)

代表者氏名

事業所の所在地

2 利用定員の数を減少しようとする理由等

郵便番号

年

変更前の利用定員

電話:

0歳

メーノレ

月

現に利用して

いる小学校就

学前子どもに

対する措置

1歳

日

(人)

利用定員を減

少しようとす

る年月日

2歳

和用定員を

少

うとする

由

合計

変更後(減少)の利用定員

0歳

3 添付書類

別紙「添付書類一覧(変更)」のとおり

1歳 2歳

(人)

合計

よ

減
し
理



様式第9号(第7条関係)

特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書

名護市長殿

子ども・子育て支援法第融条の3において準用する同法第娼条の規定に基づく確認の辞

退をしたいので、以下のとおり届け出ます。

判

事業所の名称

届出者

所在地

氏名(又は名称)

代表者氏名

事業所の所在地

廃止又は休止及び

廃止の理由

郵便番号

年

現に乳児等通園支援

を受けている児童

に対する措置

月 日

廃止又は休止

び確認

辞退する

定年月日

(廃止

財産

メーノレ

の場合)

処分

年 月 日

電話

及
を
予



様式第10号(第8条関係)

特定乳児等通園支援事業者殿

特定乳児等通園支援事業者確認取消(停止)通知書

子ども・子育て支援法第54条の2の確認を受けた特定乳児等通園支援事業者につい
て、同法第54条の3で準用する第52条第1項の規定に基づき、次のとおり確認の取消し
(停止)をしたので通知します。

、

名

所

称

在

区

確認年月日

地

(郵便番号

名護市

設置者の名称

取消(停止)理由

名護市長

取消

月

停止

教木
①この処分にっいて不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月
以内に、名護市長に対して審査請求をtることができます。
②この処分にっいては、上記①の審査請求のほか、との処分があったことを知った日の翌日から起算
して6か月以内に、名護市を被告として(訴訟において名護市を代表する者は名護市長となります。)、
処分の取消しの訴えを提起することができます。
なお、上記①の審査請求をした揚合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があ
つたことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起することができます。

③ただし、上記の期間が経過する前に、どの処分(審査請求をした場合には、その審査請求に対する

裁決)があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、審査請求をすることや処分の取消しの

訴えを提起することができなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分(審

査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決)があった日の翌日から起算して1年を経過した

後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。

年月日

内容

期間

年 月

年

日

年

月

月

日から

日

年 月 日まで

号
日

第
年

分

確
認
を
取
消
(
停
止
)
す
る

児
等
通
園
支
援
事
業



様式第U号(第9条関係)

名護市長殿

業務管理体制整備届出書

゛

子ども・子育て支援法第郭条第1項に規定により業務管理体制を整備しましたので、
同条第2項の規定により届け出ます。

届出者

(フりガナ)

事業所の名称

所在地

氏名(又は名称)

代表者氏名

事業所の所在地

主たる事務所の
所在地・連絡先

年

(郵便番号
所在地

法人等の種別

月

法人所轄庁

電話番号

日

代表者の職名
氏

E-mai1 アド
レス

代表者生年月日

代表者の住所・
連絡先

名

法令遵守責任者

職名

(郵便番号
住所

FAX番号

添付書類

電話番号

口業務が法令に適合することを確保するための規程の概要

(確認を受けている施設又は事業所の数が20以上の事業者の場合)

口業務執行の状況の監査の方法の概要

(確認を受けている施設又は事業所の100以上の事業者の場合に限る。)

フりガナ

フりガナ

氏

年

名

月 日

FAX番号

生年月日 年 月 日

氏名

事
業
者
(
特
定
教
育
・
保
育
提
供
者
)



様式第12号(第9条関係)

名護市長殿

業務管理体制変更届出書

准

子ども・子育て支援法第55条第2項の規定に基づき届出をした業務管理体制につい
て、次のとおり変更が生じたので、同条第3項の規定により届け出ます。

届出者

変更事項

氏名

口事業者(特定教育・保育提供者)の名称・事務所所在地
口代表者の氏名・生年月日・住所
白法令遵守責任者の氏名・生年月日
口業務が法令に適合することを確保するための規程の概要
口業務執行の状況の監査の方法

変更日

所在地

(又は名称)

代表者氏名

変更後

年

変]更月1」

月 日

年 月 日



名i董市告示第6号

名護市遊休農地対策補助金交付要綱の一部を改正する要綱を次のように定め

る。

、

令和8年 1月 13日

名護市遊休農地対策補助金交付要綱の一部を改正する要綱~別紙

名護市長渡具知
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名護市遊休農地対策補助金交付要綱の一部を改正する要綱

名護市遊休農地対策補助金交付要綱(令和7年告示第128号)の一部を次のように改正する。

(目的)

第1条この要綱は、地域計画エリア内の遊休農地の解消を促すことを目的

に農用地利用集積等促進計画において農用地等の賃借権の設定等を受け
た者に対し、その賃借料の一部について予算の範囲内で名護市遊休農地対

策補助金(以下「補助金1 という。)を交付するため、名護市補助金など

の交付に関する規貝「H昭和56午規則第8号)に定めがあるもののほか、必

要事項を定めるものとする。

(定義)

第2条略

山遊休農地名護市農業委員会が実施する利用状況調査において、遊休

農地と判断された農地、又は農地利用集祐等促進計画において遊休農

改正後

②~⑤略

(交付対象)

第3条略

小~③略

叫農用地利用集積等促進計画の対象農用地が、遊休農地解消に係る他

地舮消確約書が必要な農地をいう。

の事業の交付を受けていないこと。

⑤賃借権の設定を受ける者が、対象農用地等でこ継続して賃借権の設

以下、略

定を受けていないこと。

備芳改正箇所は、下線が引かれた部分である。

附則

この要綱は、告示の日から施行し、令和7年8月1日から適用する。

(目的)

第1条この要綱は、地域計画エリア内の遊休農地の解消を促すことを目的
に農地利用集積等促進計画において農用地等の賃借権の設定等を受けた
者

に対し、その賃借料の一部について予算の範囲内で名護市遊休農地対策補

助金(以下「補助金」という。)を交付するため、名護市補助金などの交

付に関する規則(昭和那年規則第8号)に定めがあるもののほか、必要事
項を定めるものとする。

(定義)

第2条略

①遊休農地名護市農業委員会が実施する利用状況調査において、遊休
農地と判断された農地をいう。

改正市j

②~⑤略
(交付対象)

第3条略

①~③略

國農用地利用集積等促進計画の対象農用地が、農地活用集積促進事
業等の交付を受けていないこと。

以下、略

一

'



名護市告示第7号

羽地ダム水源地域ビジョン推進懇話会設置要綱の全部を改正する要綱を炊のように定め

る。

.

令和8年1月13日

羽地ダム水源地域ビジョン推進懇話会設置要綱の全部を改正する要綱~別紙

名護市長渡具知
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羽地ダム水源地域ビジョン推進懇話会設置要綱

(設置)

第1条この要綱は、ダムを活かした水源地域の自立・持続的な活性化のために、羽地ダ
ム管理者、名護市及び住民等が協同で策定した羽地ダム水源地域ビジョン(以下「ビジ
ヨン」という。)に基づき、ビジョン推進の在り方ついて検討するため、羽地ダム水源

地域ビジョン推進懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。
(所掌事務)

第2条懇話会は、次に揚げる事項について検討し、意見交換するものとする。
①ビジョンに係る推進方法の調整
②ビジョンの推進に係る課題の検討
③ビジョンの推進に係る関係行政機関、民間団体等との連絡調整

④その他ビジョンの推進等に関すること。
(組織)

第3条懇話会の委員(以下「委員」という。)は、 8人以内で組織し、次に掲げる者の
うちから市長が委嘱又は任命する。

①羽地ダム管理支所長
②振慶名区区長

③川上区区長

④田井等区区長

⑤親川区区長

⑥羽地地区教育関係者

⑦羽地地区農業従事者

⑧羽地地区観光事業者

⑨その他市長が必要と認める者
(任期)

第4条委員の任期は、 2年とする。ただし、再任を妨げない。
(座長及び副座長)

第5条懇話会に座長及び副座長を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 座長は、懇話会を代表し、懇話会の会務を総理し、その議長となる。
3 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理
司、る。

(会議)

第6条懇話会の会議は、座長が招集する。ただし、委員委嘱後最初の会議は、市長が招
集する。

2 懇話会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見及び説明を聴取することが
できる。

(報償等)

第7条懇話会に出席した者の報償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬に関する規則
(平成15年規則第1号)別表第19号に規定するその他委員等の額と同額を支給する。
2 懇話会に出席した者のうち、市外の者については、交通に要した費用相当の額を旅費
として支給することができる。
(庶務)

第8条懇話会の庶務は、地域経済部において処理する。
(補則)

第9条この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営その他必要な事項は、座長が別に定
める。

働

令和8年1月13日

告示第7号

ν2



附則

この要綱は、令和8年1月13日から施行する。

'

2尼



名護市告示第8号

名護市物価高対応子育て応援手当支給実施要綱を次のように定める。

令和8年 1月 16日

名護市物価高対応子育て応援手当支給実施要綱~別紙

名護市長渡具知武

^

市長印



名護市物価高対応子育て応援手当支給実施要綱
(趣旨)

第1条この要綱は、物価高の影響が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、特に、

その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応

援する観点から物価高対応子育て応援手当(以下「手当」という。)を市からの贈与に

より支給することに関し、必要な事項を定める。

(支給対象者)

第2条手当の支給を受けることができる者は、次のいずれかに規定する児童手当の受給

者等(以下 f支給対象者」という。)に支給するものとする。

①)令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分とす

る。以下同じ。)の児童手当法印召和46年法律第73号。以下 9却という。)による

児童手当(以下「児童手当」という。)の受給者

②令和7年9月30日(以下「基準日」という。)の翌日以後令和8年3月31日までに

出生した児童(以下「新生児」という。)の父母等(法第4条第1項に規定する父母

等をいう。)、新生児が委託されている小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは

里親(以下「里親等」という。)又は新生児が入所若しくは入院をしている障害児入

所施設等(法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等をいう。)の設置者

③第1号の受給者の配偶者であって、基準日の翌日以後令和8年3月31日までの間に

艦婚縞徴昏調停中その他これらに準ずるものを含む。)により新たに児童手当の受給

者となった者。ただし、第1号の受給者から手当に相当する額の金銭等を受け取って

いた場合、又は、当該受給者が、手当に相当する額の金銭等を手当の目的のために費
消していた場合を除く。

2 前項の規定にかかわらず、手当は、次の表の左欄に掲げる場合について、それぞれ同

表の右欄に掲げる者に対して支給する。ただし、既に前項に規定する者(以下「受給者

等」という。)に対して手当の支給が決定されている場合には、この限りでない。

仕)(受給者等死亡の場合)

基準日後、支給決定前までの間に第1項

に規定する受給者等が死亡した場合(こ

の項の規定により手当を支給される者

が、本手当の支給決定前に死亡した場合

を含む。)

②(施設入所等児童であることが事後に

判明した場合)

基準日後、支給決定前までの間に、受給

者等に係る児童が施設入所等児童 q去第

4条第1項第4号に規定する施設入所等

児童をいう。以下同じ。)であるととを市

が把握した場合

左欄に掲げる者が死亡した日の属する月

の翌月分の、当該死亡した者に係る支給

要件児童(法第4条第1項第1号に規定

する支給要件児童をいう。)に係る児童手

当の支給を受ける者その他これに準ずる

ものとして適当と認められる者

左欄に掲げる施設入所等児童が委託され

ている里親等、又は、左欄に掲げる施設入

所等児童が入所若しくは入院をしている

障害児入所施設等の設置者(以下「施設等

受給資格者」という。)



⑧(家庭内暴力事案の場合)

基準日後、支給決定前までの間に、受給

者等からの暴力を理由に避難し、当該受

給者等と生計を別にしている当該受給者

等の配偶者(現に次条の対象児童を監護

し、かつ、これと生計を同じくする者に

限る。)が本市において、当該対象児童に

係る法第7条第1項の規定による認定

(以下「認定」という。)の請求をし、本

市による当該認定の請求に関する通知が

当該受給者等に対して到達した場合

(対象児童)

第3条この要綱による対象児童(手当の支給額の算定の基礎となる児童をいう。以下同

じ。)は、次のいずれかに該当する者とする。

①令和7年9月分の児童手当に係る児童

②基準日の翌日から令和8年3月31日までの間に出生した児童

(支給額)

第4条手当の支給額は、対象児童1人につき、 2万円とする。

(申請不要の支給の方式)

第5条市長は、支給対象者に対し、手当の支給の申入れを行い、受給の意向を確認した

上で、手当の支給を決定する。この場合において、支給を希望しない支給対象者は、所

定の手続により届出をしなければならない。

2 市長は、前項の支給の決定がされた後、次の各号に掲げるいずれかの方式により、速

やかに支給対象者に対し、手当を支給する。ただし、第3号に掲げる方式は、支給対象

者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく雛れた場所に居住して

いることその他第1号又は第2号による支給が困難な場合に限り行うものとする。

①市が保有する支給対象者の口座に振り込む方式

②前項の支給決定までに、支給対象者が市に手当に係る口座登録等の届出を行い、市

が当該届出を受けた指定口座に振り込む方式

⑧支給対象者が市に申請書を郵送により提出し、市が当該窓口で現金を交付すること

により支給する方式

④支給対象者が市に申請書を郵送により提出し、市が現金書留により現金を送付する

方式

(申請による支給に係る申請受付開始日及び申請期限)

第6条申請による手当の支給に係る市の申請受付開始日は、市長が別に定める日とす

る。

2 申請期限は、令和8年4月30日までとする。ただし、市長は必要に応じて申請期限を

延長することができる。

(申請による支給の方式)

第7条申請者は、所定の申請書により市長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、申請者が郵送又は市が指定する窓口に提出して行うものとする。

3 第5条第2項第2号及び第3号の規定は、申請による給付について準用する。

左欄に掲げる当該受給者等の配偶者



4 市長は、第1項の規定による申請の際、支給対象者であることを証する書類を提出さ

せること等により、当該申請者が第3条の要件を満たす者であるかどうか確認を行うも

のとする。

5 市長は、第1項の規定による申請の際、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提

示させること等により、当該申請者の本人確認を行うものとする。

(代理による申請)

第8条代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者

であると認められる者その他市長が適当と認める者とする。

(オンラインによる手続)

第9条第5条の規定による手当の支給の意向確認、支給を希望しない旨の届出及び指定

口座への届出並びに第7条の規定による申請の手続にっいては、市長が情報通信の技術

を利用する方法(オンライン)により行うことができるようにあらかじめ指定した場合

は、当該方法により支給対象者は手続を行うととができるものとする。

(支給の決定)

第10条市長は、第7条第1項の規定により申請があったときは、速やかに内容を確認の

上、支給の適否を決定する。

(手当の支給等に関する周知)

第H条市長は、手当の支給事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請

の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周

知を行うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第12条市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、手当の支給対象者から第

6条第2項の申請期限までに第7条第1項の申請が行われなかった場合は、支給対象者

が手当の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 提出された申請書に不備があり、市が指定した期間内に当該不備の補正が行われなか

つた場合は、支給対象者が手当の支給を受けることを辞退したものとみなす。

3 市長が第5条第1項又は第10条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備によ

る振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず当該申請書の補正が行われ

ず、手当を支給ができなかったときは、支給対象者が手当の支給を受けることを辞退し

たものとみなす。

(不当利得の返還)

第13条市長は、手当の支給後に支給対象者の要件に該当していないことが判明した場
/)、 手当の支給を受けた者に対し、支給を行った手当の返還を求める。ロ、

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第14条手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(様式)

第15条この要綱に規定する様式は、市長が別で定める。

(補則)

第16条この要綱の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この要綱は、告示の日から施行する。



名護市告示第 9 号

介護保険法(平成9午法律第123号)第46条第1項本文に規定する居宅介護支援事業者

の指定について、同法第79条の規定に基づき、次のとおり指定する。

令和 8年1月16日

.

申請者の名称

主たる事務所の所在地

代表者の氏名及び職名

事業所の名称

事業所の所在地

介護保険事業所番号

指定年月日

指定の有効期間

サービスの種類

合同会社eープラン

沖縄県名護市宮里七丁目5番2号

代表社員岸本耕作

ケアサポートeープラン

名護市長渡具知武

沖縄県名護市字宮里"6番地3

4770901223

令和8年2月1日

令和8年2月1日

居宅介護支援事業

系護
市武印

ペノレ・フノレーノレ102

ノ'、^ 令和N年1月31日



名護市告示第 W

地方1"治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定に基づき、令和8年1月20日に専
決処分した下記予算の要領を別紙のとおり公表寸る。

令手U8年1月20日

令和7年度名護市一般会計補正予算(第7号)

名護市長

記

※なお、原本拐1絲勵については、財政課に備えてあります。

"や・.■.. d
一血"","'ゞ札渡具知

ー^1-'^』▲^^

1、

口
ぢ



名護市告示第

送ノ＼ i建刀气ム 1' ^

下記の書類の送達を受けるべき者の住所、居所、事務所及び事業所がともに不明、又は外国に浦いて送達が困難であるため、介護保
険法第143条において準用する地方税法第20条の2の規定により告示しまt。

なお、公示送達する書類は、市長(介護長寿課)が保管していますので、申し出があれぱいっでも送達を受けるべき方に交付しま
す。

川 号

2026年1月21日

納付通知書番号

0000168152400

.

0000168152400

0000168152400

0000071725800

類の名称

(注意)地方税法第20条の2第3項の規定に基dき、掲示を始めた日から起算Lて7日を経過Lたときは、書類の送達があったものとみなきれ主す。

納入納付書

納入納付書

納入納付書

納入納付書

利a

介護保険料

介護保険料

介護保険料

介護保険料

年度

令和5年度

令和6午度

名護市長渡具知

令矛口7午度

令和7年度

期別

弔14期

・護
1、町,武

弔14期

第8期

納

弟8期

付 義

城間正好

務

城間正好

城間正好

者

玉城勝

書



名護市告示第12号

名護市家庭的保育事業等認可審査会設置要綱の一部を改正する要綱を次のように定め

る。

令和8年1月26日

名護市家庭的保育事業等認可審査会設置要細の一部を改正する要綱~別紙

名護市長渡具知武 名護
市長印



名護市家庭的保育事業等認可審査会設置要綱の一部を改正する要綱

名護市家庭的保育事業等認可審査会設置要綱(平成27年告示第121号の2)の一部を次のよう

に改正する。

姻的)

第1条この要綱は、児童福祉法佃召和22年法律

第164号。以下「法」という。)第34条の15第

2項の規定に基づいて行う家庭的保育事業等

改正後(案)

リ

の認可について、法第34条の15第3項の規定に

基づいて、適格性、必要性等を総合的に審査す

るため、名護市家庭的保育事業等認可審査会

(以下「審査会」という。)を設置する。

第2条から第8条略

は匠い 甬
气'

(以下「事業」という。)

附則

この要綱は、告示の日から施行する。

網的)

第1条この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律

第164号。以下「法」という。)第34条の巧第

2項の規定に基づいて行う家庭的保育事業等

(下線部分は、改正箇所)

現行

の認可について、法第34条の15第3項の規定に

基づいて、適格性、必要性等を総合的に審査す

るため、名護市家庭的保育事業等認可審査会

(以下「審査会」という。)を設置する。

第2条から第8条略

(以下「事業」という。)

1/1



漂着物の保管について

みだしの件について、水難救護法(明治認年法律第鮖号)第 24 条第1項の規定により、

漂着物の引渡しがありましたので、同法第25条第2項の規定により次のとおり告示しまt。

つきましては、所有者の方は令和8午7月29日までに名護市総務部総務課へ申し出てくだ

七し、

なお、,上記期間までに申出がない場合は、所有者のないものと認め処分します。

.

拾得物件

拾 1尋日

拾得場所

物件名

保管場所

令和 8年1月27日

名護浦湾海岸

バナナボート(白色)

名護市総務部総務課

名護市告示第玲号

記

1隻

令和 8年1月29日

名護市長渡具知 、、1".1^1
、1ホ'区印'



バナナボート(白色)
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名護市告示第N号

名護市健康ポイント事業実施要綱の一部を改正する要綱を炊のように定める。

令和8年1月30日

名護市健康ポイント事業実施要綱の一部を改正する要綱~別紙

名護市長渡具知

1
リ1'
1'子

^

^

ψ゛ー.立一.^,イ.ー「 1
9オ ^■

.'ー" r-「

・・、・、.「

武豊・・・,ー
守.・・',ル,,,、J I

■,^



名護市健康ポイント事業実施要綱の一部を改正する要綱

名護市健康ポイント事業実施要綱(令和元年告示第98条の2)の一部を次のように改正する。

第1条~第Ⅱ条略

別表第1 (第3条、第5条関係)

特定健診、生活習慣病検診

(職域含む)特定健診・後

期高齢者健診・人間ドック

項目

がん検診(胃・大腸・肺)

改正後

1 ,、'、.rt言,、 111' f,、.圭4、、

ポイント

各50

婦人がん得L・子宮)

特定健診後の保健指導

精密検査の受診

各20

歯周疾患検診

上限ポイント

50

名護市内スポーツイベン

ト等への参加

(ツールドおきなわ・地域

ウォーク等)

合計90ポイント

まで有効

各10

第1条~第Ⅱ条略

別表第1 (第3条、第5条関係)

スポーク・フィットネスセ

ンターの利用

備考

20

無し

老、須

20

桜大学へルスサポート

開催イベントへの参加

20

各10

特定健診、生活習慣病検診

q哉域含む)特定健診・後

期高齢者健診・人間ドック

別表第2 (第7条関係)

6

、ま

でに

1驫1.言少、

項目

各1回

のみ

がん検診(胃・大腸・肺)

現行

10

婦人がん得L・子宮)

特定健診後の保健指導

10

精密検査の受診

歯周疾患検診

ポイント

各50

名護市内スポーツイベン

ト等への参加

(ツーノレドおきなわ・地

ウォーク等)

略

各20

上限ポイント

各10

口計90ボイント

まで有効

スポーク・フィットネスセ

ンターの利用

20

1回の

み

20

桜大学へルスサポート

開催イベントへの参加

20

各1回

のみ

各10

備考

無し

ιι1、111i

10

別表第2

1/2

10

(第7条関係) 略

1回の

み

,



(様式)

(略)

備考改正箇所は、下線が引かれた部分である。

附則

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

(様式)

(略)

2/2



名護市告示第15号

名護市老人保護措置費の支弁に関する要綱の一部を改正する要綱を炊のように定める。

令和8年2月2日

名護市老人保護措置費の支弁に関する要綱の一部を改正する要綱~別紙

名護市長渡具知一護



名護市老人保護措置費の支弁に関tる要綱の一部を改正する要綱

名護市老人保護措置費の支弁に関する要綱(令和元年告示第188号)の一部を炊のように改王する。

第1条及び第2条

第3条 W各

2 前項の規定により算定Lた事務費に、炊の表に寔める額を加算

するものとする。

区分

処遇改善③

改正後

加算額

一般事務費月

額及び特別事

務費月額(民

間施設給与等

改善費加算、

介護保険料加

算、介護サー

ビス利用者負

担加算及び処

遇改善加算を

除く。)の合計

に 1.1690を乗

じて得た額

~略~

適用開始月分

~略~

令和6年6月分

介誰△"匝

保二■哉^

境改香等如
●三.角一

昇_

備考

第1条及び第2条

第3条三各

2 前項の規定により算定した事務費に、炊の表に定める額を加

算するものとする。

錘生座」ノヨ_!

旦上女臣^

員数」Ξ4^

長を乗上▲_そ

虫墾空血^

里塑村^

」豊四虫"丞

盛虚四△^

数上1金_赴上皇

聖■_1Ξ_除't

区分

金丕旦墨^

処遇改善③

現イテ

加算額

一般事務費月

額及び特別事

務費月額(民

間施設給与等

改善費加算、

介護保険料加

算、介護サー

ビス利用者負

担加算及び処

遇改善加算を

除く、)の合計

~略~

適用開始月分

~略~

令和6午6月分

二堕規L

備考

乗じて得た額

1/2

をリ川1二



3及び4 略

5 第2項及び第3項に規定する額に1円未満の端数だあるときは

その端数は切り捨てる。
哉ナ"宍1立e 盖一加サの,忍定に式る加一6 -'2工頁の<'三蓮＼ 、、

る、小数点以

王世辺上^

亙'2工塗上立

麺

要牛

人オ「呆

て(<口フる支A額一、の改定の、え方及び改定の列ル につし

月H日付け事子女'重洛厄生

蚤、及び加一の認定方法やについては令和6 度介

の9

師による

哉場チ皿ナ立改盖一事'、を昼まえた老ノ

3)に規定tる加倫

以下略 以下略

備考改正箇所は、下線が刷かれた部分である。

附則

この要綱は、告示の日から施行する。

2/2

一

のとtる

重 老健

条,及び加一の認宇方生一の

支

3及び4 略

5 第2項及び第3項に規定する額に1円末満のあるときはその

端数は{刃り捨てる。

'釦趨L

1仕智

通知)別添1

にr

3

上
X

文



名護市告示第16号

平成6午3月28日付け名護市告示第24号で、地方自治法(昭和22年法律第67号)第

260条の2第10項の規定に基づき認可した地縁による団体「名護市古我知区」の止示

事項にっいて、下記のとおり変更があったので、同項の規定に基づき告示する。

'

令和8年2月2日

1 告示した事項のうち変更のあった事項

代表者に関する事項

2 その内容

令和8年1月1日から、代表者を名護市字古我知135番地1、古我知

する。

名護市長渡具知武

記

直人と

、
f
、
瓢



名護市告示第 W 号

名護市に住所登録している別紙の者について、住民基本台帳法(昭和42年法律第幻号)

第34条第2項の規定による調査の結果、居住していないことを確認したので、同法第8条

及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第2兜号)第12条第1項の規定により、住民票

を令和8年2月3Eに消除したが、本人に通知する二とが困難なため、住民基本台帳法施

行令第12条第4項後段の規定により告示する。

、

令和8年2月3日

住民票職権記載(消除)対象者~別紙

名護市長渡具知

f "ー・j.'、り"冒,';.1'"',

"1'ー.'ゞ・.
、宇1了゛¥『'"'-1' 111い y、に1



別紙

番号

1

,

LE QUOC CUONG

氏名

1999年9月16日

生年月日

字宮里450番地12

内間ハウス203号

住所



名護市告示第 18 号

下記の書類の送達を受けるべき者の住所、居所、事務所及び事業所がともに不明で送達が困難であるため、地方税法第20条の2の規定により公告します。
なお、公示送達tる書類は、市長(市民部税務課)が保管し、申し出があればいっでも送達を受けるべき方に交付します。

^●LL.^.,一凹,

'左'、.、.'.'.,、'゛= 1

1 ,..ー",』.1:、
゛ーー、ー.ー

^ーーーー冒 J-゛

.、'1工] 1直..、

武隼二P I0名護市長渡具知

1、いー、,、

令和8年2月4日

納税通知書番号

1997084

3諺660

年庶

352560

令和4午庶

ノ＼
'、

352560

令和2年度

期別

2337631

令和3年庶

、L

第4、6期

2220491

送

令和5年度

第3、4期

害類の名称

2220491

令手叫年度

達

滞納処分の
執行停止通知書

4

第1期

002286530

令和2午度

滞納処分の
執行停止通知書

圭二

第5期

1723197

令和3年度

第2、 3、 4期

滞納処分の
執行停止通知書

令和2年度

税目

滞納処分の
執行停止通知書

第3、4期

市県民税

令和2年度

第1、 2、 3、 4期

滞納処分の
執行停止通知書

市県民税

滞納処分の
執行停止通知書

第3、4期

税額

市県民税

税額

滞納処分の
執行停止通知書

大山純弥第3、4期

市県民税

滞納処分の
執行停止通知書

市県民税

滞納処分の
執行停止通知書

市県民税

延滞金

条冽による算出額

市県民税

条例による算出額

市県民税

条例による算出額

、、 rーー■,、

市県民税

沖縄県名護市大東

住所

条例による算出額

沖縄県名護市字為又

納税義務者

条冽による算出額

沖縄県名護市字為又

条例による算出額

沖縄県名護市字為ヌ

条例による算出額

氏名

新里盛明

沖繩県名稚市字宇茂佐

条例による算出額

石川利治

東京都世田谷区桜丘

条例による算出額

石川利治

東京都世弼谷区桜丘

石川利治

群.馬県吾妻郡中之

条町大字四万

目ケ谷大三郎

東京都葛飾区金町

二城将徳

三城将徳

RAI OSHAN

〒
ノ

'
,
,
一
.
、 ゛

.

、

マ

示



゛

様式第認号

名護市告示第

書公示送・達

下三画杓税通知当の送達を受けるべき者の住所、居所、事務所及び事業所がともに不明であるから、地方税法第20条の2の規定によって公告する。
なお、下記公告の書類は、市長(市民部税務課)が保管し、いつでもお申出くだされぱ交付します。

令和8年2月 S e

納税通知書
発送年月日

抜き取り

納税通知書
番,ー

年庶

23860Ⅱ

期別

7

納

令和8年3月2日

期 限
税

市県民脱
森林環境税

目

税額等

税額[円]

※地方税法第20条の2第3項の規定に基づき、掲示を始めた日から起算して7日を経過したときは、書頬の送達があ0たものとみなされます.

延

一心碓一

名
金

納

ベトナム

住 所

税

名護市長渡具知

軽

TRAN HUYNH Nnu Y

氏

務 者

.
"
ー

一
子
沃
^

汗
"
戸

冒
■

,
.
-
N

武

r
o

号q

滞
円



名護市告示第20号

下記納税通知書の送達を受けるべき者の住所、居所、事務所及び事業所がともに不明であるから、(その納期限を令和8午3月2日に変更して)

地方税法第20条の2の規定により公告します。

なお、公示送達をする書類は、市長が保管していますので、お申出くださればいっでも送達を受けるべき方に交付します。 ^

J

令和8年2月6日

令和7年5月2日

令和7年5司2日

納税通知
書、、鬚、号'

^

令和7年5同2日

公

9443916

令和7年5月2日

年度

9462520

令和7午5貞2日

令和7年度

田16257

期別

送

令和7年5月2日

令和7年度

H5645

1~4

納期限

令和7年5月2日

令和7年度

達

9104097

上記による

1~4

令和7年5月2日

令和7年度

9114190

上記による

圭二

税目

令和7年5月2日

令和7年度

4

税

固定資産税

9462520

上記による

令和7年度

4

固定資産税

額

9116079

上記による

税額

1~4

令和7年度

固定資産税

962087フ

上記による

1~4

等

令和7年度

固定資産税

延滞金等

円

上記による

条例による
算定額

1~4

令和7年度

固定資産税

名護市長

円

上記による

条例による
算定額

4

固定資産税

円

上記による

カナタ

条例による
算定額

1~4

固定資産税

渡具知

円

上記による

米国

条例による
算定額

住

固定資産税

納

円

ハワイ

条例による
算定額

圖定資産税

所

円

米国

条例による
算定額

税

円

名護市字名護

条例による
算定額

円

名護市字名護

条例による
算定額

者

伊佐尚子

円

名護市字辺野古

氏

条例による
算定額

島袋マリ子

名

アノレゼンティン国

等

神山カメ

東京都杉並区井草

新城廣子

山入端謙壱

岸本藤正

島袋修

屋嘉宗林

國久富嗣

ヤ
^
、
,
^
'
、
-
L
 
-
ー
^
一
.
ー
^
リ

一
:
カ
ニ
一
、

「
:
,
'
ー
.
L

武

書
日
知
月
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令和7年5月2日

令和7年5月2日

令和7年5月2日

95046玲

令和7年5月2日

9462520

令和7年5刀2日

令和7年度

9114190

令和7年5月2"

令和7年度

97632

1~4

令和7年5月2日

令和7年度

9534156

上記による

令和7年5月2日

1~4

令和7年度

1388703

上記による

1~4

令和7年度

固定資産税

^

1328794

上記による

令和7年度

4

固定資産税

476404

上記による

1~4

令和7年度

固定資産税

上記による

1~4

令和7年度

固定資産税

上記による

円

4

固定資産税

上記による

円

4

周定資産税

上記による

愛知県名古屋市東区白壁

円

固定資産税

円

千葉県木更津市曽根

固定資産税

円

沖縄県名護市大東

円

沖縄県名護市港

円

東京都港区高輪

円

長崎県玉島市富江町山下

島袋正人

所在地不明

島袋弘

所在地不明

大城謙達

仲村栄信

佐藤友紀

松田雄治

神谷厚勇

新田ガーイ

2

る
額
に
定

条
算

る
額
に
定

条
算

る
額
じ
定

条
算

る
額
じ
定

条
算

寸

る
額
に
定

条
算

る
額
に
定

条
算

る
額
よに
定
師条
算

条
算

る
額



名護市告示第21 号

名護市観光振興基本計画懇話会設置要綱の一部を改正する要綱を次のように定める。

.

令和8年2月6日

名護市観光振興基本計画懇話会設置要綱の一部を改正する要綱~別紙

名護市長渡具知武名護
市長印



名護市観光振興基本計画懇話会設置要綱の一部を改正する要綱

名護市観光振興基本計画懇話会設置要綱(令和2年告示第177号)の一部を次のように改正する。

第1条及び第2条略

俳且織)

第3条懇話会の委員(以下「委員」という。)は、旦△以内で組織し、

次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

①~④略

以下略

備考改正箇所は、下線が引かれた部分である。

附則

この要綱は、告示の日から施行する。

改正後

第1条及び第2条略

(系且織)

第3条懇話会の委員(以下「委員」という。)は、昼△以内で組織し、

次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

①~④略

以下略

現1テ

.



名護市観光振興基本計画懇話会設置要綱

(設置)

第1条名護市観光振興基本計画の進捗状況に対する提言を行うため、名護市観光振興基

本計画懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。

(検討事項)

第2条懇話会は、次にあげる事項について検討し、市長に提言する。

①委員は、名護市観光振興基本計画の進捗確認、課題・改善策等に関すること

②名護市の観光振興への取り組みに関すること

③その他名護市観光振興基本計画に関し必要と認めること

絲且織)

第3条懇話会の委員(以下「委員」という。)は、 9人以内で組織し、次に掲げる者のう

ちから市長が委嘱又は任命する。

①学識経験を有する者

②観光事業の運営その他観光に関し識見を有する者

③地域住民を代表する者

④その他市長が必要と認める者

q壬期)

第4条委員の任期は、委嘱又は任命の日から当該委嘱又は任命の日の属する年度末まで

とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(座長及び副座長)

第5条懇話会に座長及び副座長を置くものとし、委員のうちから選任する。

2 副座長は、座長があらかじめ指名する。

3 座長は、懇話会の会務を総理し、懇話会を代表する。

4 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、副座長がその職務を代理する。

(会議)

第6条懇話会の会議は、市長が招集し、座長が会議の議長となる。

2 懇話会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことはできない。

3 委員は、やむを得ず会議に出席できない場合、委員の定める代理人を出席させるとと

ができる。

4 懇話会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見及び説明を聴取するととが

できる。

(秘密の保持)

第7条委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。またその職務を退いた

後も同様とする。

(庶務)

第8条懇話会の庶務は、地域経済部において処理する。

(補則)

第9条この要綱の定めるもののほか、懇話会の運営その他に関し必要な事項は、別に定

める。

附則

(施行期田

この要綱は、告示の日から施行する。

附則(令和2年8月24日告示第 177 号)

この要綱は、告示の日から施行する。

.



名護市告示第'22

書送達刀丈'A

下記納税通知書の送達を受けるべき者の住所、居所、事務所及び事業所がともに不明であるから、地方税法第20条の2の規定により公告します。
なお、公示送達をする書類は、市長(市民部税務課)が保管し、申し出があればいつでも送達を受けるべき者に交付します。

号

令和8年2月9日

納税通知書
発送年月日

令平Π7年4月17日

納税通知書
番 号

令平U7年4月21日

令和7年4月24日

7130449

午度

令和7年4月21日

268844

期別

7

令干U7年4月21日

6985351

全期

7

令和7年4打21日

、

納

6749895

令和8年3月2日

全欺

7

令和7年5月15日

期

7084626

令和8年3月2日

全期

7

限

373001

令和8年3月2日

全期

7

税

7060459

税

令和8年3月2日

全期

7

軽自動車税

目

額

令和8年3月2日

全期

税額

7

軽自動車税

※地方税法第20条の2第3項の規定に基づき、掲示を始めた日から起算して7日を経過したときは、書類の送達があ0たものとみなされます。

等

令和8年3月2日

全期

軽自動車税

[円]

令和8年3月2日

軽白動車税

沖縄県名護市字親川

納

住

軽自動車税

滋賀県草津市

軽自動車税

所

税

沖縄県名護市宇茂佐の森

名護市長渡具知

軽自動車税

長崎県五島市

義

玉城皓平

沖縄県名護市字為又

、r0冨^'ι,'ー=

宅耳,ーエ^^ー'寧r.ー

!毛' b
.ーーーー^^一戸一ーーー""

瓢垣雅三

氏

広島県広島市

務

渡邉麻人

東京都練馬区

松田雄治

名

者

玉城夏梨

大嶺真太

大場パブロダニエル

武



別紙(第7条関係)

名護市公告第入

令和 8 午 1

名護市公募型指名競争入糺の実施について

地方白治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項及び名護市公募型指名競争入札実施要綱
(平成24年告示第106号)に基づき、公募型指名競争入札を実施するため、次のと●り公告しま

月16日

入札に付する事項

工事名

2 工事の種類

3 施工場所

4 工期

5

スポーツコンベンション交流拠点施設整備外構工事

概要

6

土木一式工事

入札日時

7

名護市宮里地内

入札場所

8

契約締結日の翌日(又は契約締結日)~令和8年3月31日

名護市長渡具知

予定価格
(消費税込み)

9

外構工事一式

最低制限価格

10

令和8年2月3日(火)午前9時30分

.闇^哩,冒'^聞戸、^ー.

'■

入札保証金

Ⅱ

名護市役所第1会議室

契約保証金

松

17,941,000円

申請書提出期限

怜

設定する

工事内容に関tる
質問締切日

H

免除

質問に対する回答

契約額の10分の1以上。ただし、金融機関又は保証事業会社の保証
をもって契約保証金の納付に代えることができる。

15 指名通知日

16

令和8年1月23日(金)正午

担当課

令和8年1月28日(水)正午

令手Π8年1月29日(木)

令和8年1月27日(火)

入札関係
工事関係

名護市工事契約検査課
都市計画課

号



2 入札参加資格要件

次に掲げる事項の全てを満たしていなければなりません。
名護市内に本店を有する者であること。

建設業法第3条第1項の規定による建設業の許可を受けていること。

名護市の士木一式工事C級に登録されている者であること。

今年度(令和7年4月1日から令手那年2月3日の入札日までの間)に本市発注の士木一式工
事(予定価格1,000万円以上のもの)を受注した者ではないこと。

前年度繰越により継続して本市発注の土木一式工事(予定価格1,000万円以上のもの)
を施工中の者ではないこと。ただし、入札日の前日までに完成検査済みの者は除く。

地方白治法施行令第167条の4 (一般競争入札の参加者の資格)に規定する者に該当し
ない者であること。

下記の資格を有する技術者を配置でき、また、当該技術者と3力月以上の雇用関係があ
ること。

「建設業法に基づく監理技術者又は主任技術者となり得る国家資格取得者a・2級土
木施工管理技士、1・2級建設機械施工管理技士又は技術士)」

入札日までの間に、名護市指名停止等事務処理要綱に規定する指名停止の措置を受けて
いない者であること。

名護市指名停止等事務処理要綱による警告等を受けた者であって、当該警告等に基づき
要求された内容を履行中の者でないこと。

入札参加資格に基づく改善要求を受けた者であって、当該要求内容が改善されていない
者でないこと。

入札日において有効な総合評定値通知書(いわゆる経審)を受けている者であること。

4 提出書類

次に掲げる書類を令和8年1月23日正午までに工事契約検査課へ提出してください。当該期限を
過ぎて提出のあった者については受付を行いません。

①公募型指名競争入札参加申請書(様式第3号)

2

会社更生法(平成N年法律第154号)に基づく更正手続又は民事再生法平成Ⅱ年法律第
225号)に基づく再生手続中の者でないこと。

公告日の3力月前から入札日までの間に不渡り等を生じていない者(前号に該当するも
のを除く。)であること。

入札までにおいて、法令・条例等に違反したことにより行政機関等から行政処
分、行政指導等が行われている工事等に施工業者としてかかわっている者でないこと。

3 配布資料

名護市公募型指名競争入札の実施について(公告文)

公募型指名競争入札参加申請書

入札心得

入札書

質問書

特記仕様書

図面

数量計算書

注意事項(再度入札について)

名護市入札における最低制限価格に関する要綱

最低制限価格設定例

資本関係等のある資格者同士の入札について

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫



②配置予定技術者に手持工事が有る場合は、、CORINSの工事カルテ受領書及び受注時
又は変更時工事カルテの写し(CORINS登録していない場合は、契約書の写し)

③配置予定技術者に係る書類

山配置予定技術者の雇用確認ができる書類

②資格者証の写し

③営業所技術者等証明書(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第H号)様式第8号)の写
し

5 指名通知予定日

上記4の書類を提出後、入札参加資格要件を満たすものについては令和8年1月27日(火)に指
名通知を、入札参加資格要件を満たさない者については、その理由を付した非指名通知書を送付
します。

6

入札後、落札候補者の順位を決定し、当該落札候補者の提出書類を確認します。
当該落札候補者の提出した書類が上記2に掲げる入札参加資格要件を欠いた場合又は書類に虚偽
の記載を行っていると判断した場合は、当該落札候補者を失格とし、次の順位の者の提出書類を
確認します。
入札参加資格要件審査通知書を受けた者のうち、不服のある者については、説明の申し立てを
市長に対して行うことができます。説明の申し立てを行う者は、指定する日までに書面(任意)
により、担当課まで提出してください。

落札者の決定に関する事項

3



別紙(第7条関係)

名護市公告第

名護市公募型指名競争入札の実施に0いて

地方自治法(昭和訟年法律第67号)第234条第1項及び名護市公募型指名競争入札実施要綱
(平成24午告示第106号)に基づき、公募型指名競争入札を実施tるため、次のとおり公告Lま
司、。

令和 8年1月22日

ー.号

入札に付する事項

工事名

2 τ事の種類

3 施工場所

4 工期

5

21世紀の森公園園路照明改修工事(そのD

概要

6

電気工事

入札日鉾

7

名護市宮里地内

入札場所

8

契約締結日の翌日(又は契約締結田~令手n8午3月玲日

名護市長渡具知武

予定価格
(消費税込み)

9

園路照明改修工事一式

最低制限価格

W

令千脂年2月9日網)午前Ⅱ時

入札保証金

石護
市長印

Ⅱ

名護市役所第1会議室

契約保証金

12

13,123,000円

申請書提出期限

13

ミ受疋司、る

工事内容に関する

質問締切日

N

免除

質問に対する回答

契約額の10分の1以上。ただし、金融機関又は保証事業会社の保証
をもって契約保証金の納付に代えることができる。

15 指名通知日

16

令禾U8年1月29日(木)正午

担当課

令和8年2月3日(火)正午

令和8年2月4日けN

令和8年2月2日明)

入札関係
工事関係

名護市工事契約検査課
都市計画課



2 入札参加資格要件

次に掲げる事項の全てを満たしていなけれぱなりません。
名護市内に本店を有する者であること。

建設業法第3条第1項の規定による建設業の許可を受けていること。

名護市の電女工 A

^

心、

地方自治法施行令第167条の4 (一般競争入札の参加者の資格)に規定する者に該当し
ない者であること。

下記の資格を有する技術者を配置でき、また、当該技術者と3力月以上の雇用関係があ
ること。

「建設業法に基づく監理技術者又は主任技術者となり得る国家資格取得者a・2級電
気工事施工管理技士又は技術士」

入札日までの間に、名護市指名停止等事務処理要綱に規定する指名停止の措置を受けて
いない者であること。

名護市指名停止等事務処理要綱による警告等を受けた者であって、当該警告等に基づき
要求された内容を履行中の者でないこと。

入札参加資格に基づく改善要求を受けた者であって、当該要求内容が改善されていない
者でないこと。

入札日において有効な総合評定値通知書(いわゆる経審)を受けている者であること。

会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続又は民事再生法平成Ⅱ年法律第
225号)に基づく再生手続中の者でないこと。

公告日の3力月前から入札日までの間に不渡り等を生じていない者(前号に該当するも
のを除く。)であること。

入札までにおいて、法令・条例等に違反したことにより行政機関等から行政処
分、行政指導等が行われている工事等に施工業者としてかかわっている者でないこと。

本案件は電気工事A級業者に対し令和7年12月19日付け公告を行ったが、入札参加申請
業者が入札執行可能規定数に達しなかったため入札不調となったものである。また、剛
回公告時より設計金額が変更になうたため、改めて電気工事A級全業者(受注済含む)
及ぴ電気工事B級未受注業者を対象として再度公告する。

はB に登録されている者であること。
/、、

P立 ^

メ=

3 配布資料

名護市公募型指名韓争入札の実施について(公告文)

公募型指名競争入札参加申請書

入札心得

入札書

質問書

特記仕様書

図面

数量計算書

注意事項(再度入札について)

名護市入札における最低制限価格に関する要綱

最低制限価格設定例

資本関係等のある資格者同士の入札について

2

{
{
一仁

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

△
一

⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫

⑭
⑮



4 提出書類

次に掲げる書類を令和8年1月29日正午までに工事契約検査課へ提出してください。当該期限を
過ぎて提出のあった者については受付を行いません。

①公募型指名競争入札参加申請書(様式第3号)

②配置予定技術者に手持工事が有る揚合は、 CORINSの工事カルテ受領書及び受注時
又は変更時工事カルテの写し(COR INS登録していない場合は、契約書の写し)

③配置予定技術者に係る書類

①配置予定技術者の雇用確認ができる書類

②資格者証の写し

③営業所技術者等証明書(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第H号)様式第8号)の写
し

5 指名通知予定日

上記4の書類を提出後、入札参加資格要件を満たすものについては令和8年2月2日明)に指名
通知を、入札参加資格要件を満たさない者については、その理由を付した非指名通知書を送付し
ます。

6

入札後、落札候補者の順位を決定し、当該落札候補者の提出書類を確認します。
当該落札候補者の提出した書類が上記2に掲げる入札参加資格要件を欠いた場合又は書類に虚偽
の記載を行ってぃると判断した場合は、当該落札候補者を失格とし、次の順位の者の提出書類を
確認します。
入札参加資格要件審査通知書を受けた者のうち、不服のある者については、説明の申し立てを
市長に対して行うことができます。説明の申し立てを行う者は、指定する日までに書面(任意)
により、担当課まで提出してください。

落札者の決定に関する事項

3



名護市公告第 5 号

沖縄県知事から、令和8年1月16日付け農森第1714号により、下記の土地につい

て、別紙写し(令和8年1月16日付け沖縄県告示第 14号)のとおり保安林の指定の

予定をする告示の掲載依頼がありますので、下記のとおり公告する。

、

令和 8年1月22日

1 指定の予定保安林の所在場所

名護市字世冨慶高喜名原799番、 800番、 801番

2 指定された目的

土砂の流出の防備

名護市長渡具知

早"《゛.、'・~・叉ト,

.",,.ーー、゛.、"

武 1、、'に二
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牢,護市公告第6号

農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第飾片)第 19条第7項の規定によ

の、地域農業経営基椎強化促進計画仕也域計画)の変更案を作成したので、公告・

縦覧する。

,

令和8年1月27日

闇

1 地域農業経営基盤強化促進計画仕也域計画)

( D 喜瀬・幸喜・許田

(2)数久田・世冨慶

( 3 )為又

(4)源河

(5)稲嶺・真喜屋・仲尾次

(田川上・親川・田井等

(フ)振慶名・山田・伊差川・仲尾

(8)我部祖河・古我知・内原

(9)呉我

(10)屋我地

名護市長

記

2.縦覧場所

名護市ホームページ及び名護市農業政策課

の変更案を作成した地区

(11)屋部

(12)中111・宇茂佐

(13)旭川

(14)勝山

(1励安和・山入端

a6)久志・豊原・辺野古

(17)二見・大"・大浦・瀬嵩

a8)山入端

a9)天仁屋・底仁屋

渡具知

3.縦覧期間

令和8年1月27日~令和8年2月9 目]7時]5分

F'ーーー"

1.意見の申し立て

各計画案に対する意見にコいては、意見書を名護市農業政策課に捉出してください。

なお、意見書の提出期限は縦覧期問満了円までとし、対象期間外及び電話や口頭による意

見受付はできません。
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名護市公告第 7 号

沖縄県知事から、令和8年2月3日付け農森第1769号により、下記の士地について、

別紙写し(令和8年2月3日付け沖縄県告示第36号及び37号)のとおり保安林の指

定の予定をする告示の掲載依頼がありますので、下記のとおり公告する。

令和8年2月9日

1 指定の予定保安林の所在場所

名護市字古我知古我知原295番1

2 指定された目的

・士砂の崩壊の防備

・風害の防備

名護市長渡具知

記

・・・ーヨ

稲1画



令和8年2月3日火曜日

9
県

沖一,県父罪
章

0県議会定例会の招集(財政課) ●●●●,●甲甲●甲●■弔●●●●■●.■...■■.....■........■..

0指定管理者の指定(科学技術振興課)

0県営土地改良事業変更計画の決定(村づくり計画課) ....... ●●●,●●●弔●,,●●●●

0民有保安林の指定の予定・2件(森林管理課) ●●●■●●●●●●●●●●●......,,..■.......

0民有保安林の指定の解除の予定(森林管理課)' ●●●■■●●●●●..●●.

0森林病害虫等防除法に基づく命令の内容の公表(森林管理課) ●●●●■●●■●●,●■■弔●●■●

0監督処分に係る措置を命ずべき者を確知できない工作物等に対する措置命令(漁港漁場課)
0公共測量の実施の終了の通知(道路管理課)

0建築基準法に基づく道路の位置の指定(南部土木事務所)
告公

0大規模小売店舗立地法に基づく市町村等の意見・'(中小企業支援課)
0建設業者に対する営業停止命令(技術・建設業課) ■●■●●■●●●●●..........

0開発行為に関する工事の完了(建築指導課)

'

ム

,

報

目

沖縄県告示第認号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第101条第1項の規定により、令和8年第1回沖縄県議会定例会を次
のとおり招集する。

令和8年2月3日

沖縄県知事 康城玉 裕

1 招集の期日令和8年2月10日

2 招集の場所沖縄県議会議事堂

次

定期発行日

毎週火・金曜日

q疑路将り

告示

第5384号

沖縄県告示第34号

沖縄ライフサイエンス研究センターの設置及ぴ管理に関する条例(平成24年沖縄県条例第57号)第6条第
1項の規定により、沖縄ライフサイエンス研究センターの指定管理者を徐のとおり指定した。
令和8年2月3日

沖縄県知事玉城康裕
1 指定管理者となる団体ライフサイエンス研究センター運営共同体

代表者一般社団法人トロピカルテクノプラスうるま市字州崎7番地7
公益財団法人沖縄科学技術振興センターうるま市字州崎12番地2

2 指定の期間令和8年4月1日から令和13年3月31日まで

沖縄県告示第35号

士地改良法(昭和24年法律第195号)第認条第1項の規定により、下南地区県営士地改良事業(区画整
理)変更計画を定めた。

ー
ー
-
2
2
3
3
4
4

告

4
 
5
 
5

示



令和8年2月3日火曜日

なお、関係書類を次のとおり縦覧に供する。
令和8年2月3日

沖縄県知事 城 康玉 裕

1 縦覧に供する書類県営士地改良事業変更計画書の写し
2 縦覧に供する期間令和8年2月4日から同年3月5日まで
3 縦覧に供する場所宮古島市役所

4 その他この告示に係る変更計画(以下「変更計画」という。)の決定に対Lて不服がある者は、縦覧
期問満了の日の翌日から起算して巧日以内に知事に審査請求をすることができる。
また、変更計画の決定にっいては、上記の審査請求のほか、変更計画の決定があ。たこと(審査請求を
した場合にあっては、当該審査詰求に対tる裁決があったこと)を知った日の翌日から起算して6か月以
内に、沖縄県を被告として、変更計画の取消しの訴えを提起することができる。

沖縄県告示第36号

森林法(昭和26年法律第2四号)第25条の 2第1項の規定により、炊のと浦り保安林の指定をする予定で
ある。

令和8年2月3日

沖縄県知事玉城康裕

1 指定予定保安林の所在場所名護市字古我知古我知原295番1(炊の図に示す部分に限る。)
2 指定の目的士砂の崩壊の防備

3 指定施業要件

山立木の伐採の方法

ア主伐は、択伐による。

イ主伐として伐採をtることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画
で定める標準伐期齢以上のものとする。
ウ間伐に係る森林は、炊のとおりとtる。

②立木の伐採の限度歌のとおりとする。

(「次の図」及ぴ「欧のとおり」は、省略L、その図面及ぴ関係書類を沖縄県農林水産部森林管理課及び
沖縄県北部農林水産振興センター森林整備保全課において縦覧に供する。)

ノ、 報

卑

2

沖縄県告示第38号

第5384号

沖縄県告示第訂号

森林注(昭和26午法律第2四号)第25条の2第2項の規定により、次のとおり保安林の指定をする予定で
ある。

令和8午2月3日

沖縄県知事玉城康裕

1 指定予定保安林の所在場所名護市字古我知古我知原295番1(次の図に永す部分に限る。)
2 指定の目的風害の防備

3 指定施業要件

山立木の伐採の方法

ア主伐は、択伐による。

イ主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画
で定める標準伐期齢以上のものとtる。

ウ間伐に係る森林は、炊の主おりとする。
②立木の伐採の限度孜のとおりとする。

(「次の図」及び「炊のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を沖縄県農林水産部森林管理課及び
沖縄県北部農林水産振興センター森林整備保全課において縦覧に供する。)


